
介護サービス事業所人材確保支援事業補助金
令和８年度下関市

交付対象者

補助額

市内の訪問介護事業所及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の運営法人
※運営法人が市外でも可

１法人当たり最大5万円 （補助対象経費の1/2）

 (1) 新聞、情報誌等への求人広告の掲載
 (2) 求人チラシの作成及び新聞等への折り込み
 (3) 求人説明会への参加または開催
 (4) 就職情報サイトへの求人情報の掲載
 (5) 有料職業紹介所による紹介
 (6) その他新たな訪問介護員等の確保のために必要と認められる事業

お問合せ 下関市役所 介護保険課 庶務係
〒750-8521 下関市南部町１番１号  ☎ 083-231-1162
✉ hfkaigoh@city.shimonoseki.yamaguchi.jp   

 事業の詳細はホームページをご覧ください。
 https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/43/131619.html

訪問介護事業所等の求人活動の費用の一部を補助します!

※先着順。予算の上限に達した時点で受付終了となります。

申請時点で既に実施している事業でも令和８年４月１日以降に支出した
経費について、補助いたします。ただし、申請等に必要な添付書類を確
認できるものに限ります。

補助対象事業 補助金交付対象者が運営する訪問介護事業所等を対象に実施する訪
問介護員等を確保するための求人活動に要する次の事業

※訪問介護員等とは…訪問介護事業所等において、利用者に対する介護サービスの提供に従事する者のこ
と（訪問介護員およびサービス提供責任者のこと）をいいます。

受付期間 令和９年２月26日（金）まで

事業期間

補助対象事業の実施に必要な経費であり、令和８年度に支出した費用

【対象例】
   ・情報誌等への求人広告の掲載料
   ・求人チラシの印刷費
   ・就職情報サイトへの求人情報の掲載手数料
【対象外の例】
   ・訪問介護員等以外の求人活動に係る経費 （例:事務員の求人活動に係る経費）
   ・令和８年度に支出していない経費 
   （例:令和９年３月３１日までに求人広告⇒令和９年４月１日以降の請求・支払）

令和８年４月１日～令和９年３月31日

令和８年度に支出

した費用が対象です

×

補助対象経費


